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事業評価書（事前・事後）

平成１４年１２月

評価対象 事務事業名 シルバー人材センターによる子育て支援事業の実施（ ）

（高齢者活用子育て支援事業）

担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課

関係課

１．事務事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ４ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場におい

て労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ３ 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

Ⅰ 高齢者の雇用就業を促進すること

( ) 事務事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

シルバー人材センターが、高齢者への就業機会の確保・提供を行うことを目的とす

る事業の一環として、子育ての支援につながる事業を実施する場合、国はその体制整

（ 、 、 、備 事業実施にあたっての関係機関等との調整 サービス提供体制の確保 技能講習

会員と利用者のマッチング、トラブル相談等）に要する経費について補助する。

（子育て支援事業の具体的事例）

・就学前の幼児の保育施設からの送迎、世話

・就学児童の放課後・土日学習、生活習慣指導 等

予算額 （単位：百万円）

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

402－ － － －

( ) 問題分析3
①現状分析

平成１４年４月の高齢者（６０歳から６４歳まで）の完全失業率は、全体の失業率

． ． ． 、 ．５ ２ と比較して３ ２ 高い８ ４％となるとともに 有効求人倍率も全体の０% %
５２倍と比較して０．３８倍低い０．１４倍となるなど、高齢者の雇用失業情勢が極

めて厳しい状況の中、高齢者の任意就業を通じた社会参加の促進を図ることが重要な

課題となっている。

、 、 ． 、また 子育て支援については 平成１３年の合計特殊出生率が１ ３３となるなど

依然として低い水準で推移し、人口を維持するのに必要な水準を大幅に下回る状況と

なっており、少子化対策の推進は引き続き重要な課題となっている。



②原因分析

高齢者の任意就業を通じた社会参加の促進を図るためには、シルバー人材センター

のサービス提供会員（シルバー人材センターに会員登録されている 歳以上の健康60
で就業意欲のある高齢者）のニーズに応じた就業分野を開拓することが重要である。

会員の中には、育児分野における資格を有するものもいるが、シルバー人材センター

において育児支援サービスが提供可能であることが広く周知されていないため、この

分野での就業機会を提供することが困難となっている。

また、核家族化や働き方の多様化により、働く女性が増加しているにも関わらず、

市区町村において、地域に密着した子育て支援策の担い手が不足しているため、保育

サービス等が十分でなく、育児等の家庭的な責任を中心的に担っている女性の負担が

大きくなっており、家庭生活と職業生活を両立し、子供を産みやすい環境になってい

ない。

③問題点

シルバー人材センターにおいて育児支援事業を実施し、高齢者の就業機会を確保・

、 。 、提供するため 育児支援事業を効果的に実施できる体制を整備する必要がある また

育児支援事業等を推進し、地域に密着した子育て支援策の担い手を確保することによ

り家庭生活と職業生活を両立し、子供を産みやすい環境を創出する必要がある。

④事務事業の必要性

当該事業は、就業意欲のある高齢者が活躍する分野として適当であり、当該分野に

おける高齢者の就業の促進を図ることは、育児支援事業等の担い手の確保の観点及び

高齢者の就業機会の観点の双方から必要なものである。

( ) 事務事業の目標4
目標達成年度（又は政策効果発現時期） 平成１５年度

アウトプット指標 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 目標値基準値/
就業延人員

（説明） （モニタリングの方法）

当該事業に係る会員の就業延人日数 シルバー人材センターからの報告を職業安

定局にて集計

２．評 価

( ) 必要性1
その他公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）当該事業の実施により高齢者の就業を通じた社会参加の促進が図られるとと

もに、地域における育児支援事業等の安定的な担い手の確保に資するものであり、高

い公益性を有する。



また、高齢者の多様な就業ニーズに合致した臨時的・短期的な就業機会の確保・提

供は、民間のみによる普及に全てを期待するのは困難であり、国及び地方公共団体に

おいて、そうした役割を担う民間団体であるシルバー人材センターに対する支援を行

うことが重要である。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）高齢化の急速な進展、年金等社会制度改革の実施等を受け、高齢者の多様な

就業を通じた社会参加の促進を図るに当たっては、国と地方が連携してシルバー人材

センターの支援を図ることが必要である。

また、少子・高齢化が進む中で、子育て支援は全国的な課題となっており、地方の

取組みについて、国がシルバー人材センターへの支援を通じてサービスの担い手を確

保することが適当である。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）高齢者を主体として地域に密着した事業を実施している民間団体であるシル

バー人材センターの支援を通じて実施するものである。

緊要性の有無 有 無

（理由）少子・高齢化の急速な進展、年金等制度改革の実施、高齢者を巡る厳しい雇

用失業情勢等を受け、早急に対策を講じる必要がある。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

シルバー人材センターが行う子育て支援事業に要する経費の補助→子育て支援事業

等の推進→就業機会の拡大→高齢者の雇用就業機会の拡大

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

本事業を実施することにより、高齢者の雇用就業機会の拡大が図られ、就業を通じ

た高齢者の経済的自立につながる。さらに、事業が地域で定着していくことにより、

今後は会員の創意工夫により実施する独自事業が活発化し、シルバー人材センター運

営の自立化が一層促進される。

また、この就業機会創出効果以外に、子育ての負担を軽減し家族生活と職業生活を

両立できる環境が整備され、高齢者の培ってきた豊かな知識と経験を次代を担う児童

等に伝承し、高齢者の健康・生きがいにつながり、地域社会の福祉の増進に寄与する

とともに、公平で安心な高齢化社会・少子化対策に対応する。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

( ) 効率性3
手段の適正性

高齢者の多様な就業形態による社会参加の促進を図るためには、地域に密着した仕

事を確保・提供することが必要であるが、高齢者を主体として地域に密着した事業を

実施している民間団体であるシルバー人材センターの支援を通じて実施していくこと

が適正である。

効果と費用との関係に関する分析

本事業は１市区町村（シルバー人材センター）当たり、 万円程度の費用が見込369



まれるが、先駆的事例をみると、学習支援（おさらい教室）事業で約 人日の高齢550
者の就業機会を確保・提供しており、本事業を実施することにより、高い雇用創出効

果を生じることが期待できるものである。

この雇用創出効果以外に、地域の高齢者福祉政策の充実等、定量化できない多様な

政策効果を生むことに留意が必要である。

他の類似施策（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）子育て支援に関する施策の１つとしてファミリーサポー

トセンター事業があるが、本事業とファミリーサポートセンター事業を比較すると、

サービス提供会員、サービス提供方法、請負形態等について、互いの事業の特性によ

り明確な区別がなされているところである。

( ) その他4
本事業は、市区町村における子育て支援事業等の少子化対策の実施に対して、シル

バー人材センターがその安定的な担い手を確保し、提供することにより「公平で安心

な高齢化社会・少子化対策」に資することから、優先的に対策を講じる必要がある。

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

「 」 、年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議の中間とりまとめ において

シルバー人材センターにつき「今後は、高齢化のさらなる進展、高齢者のニーズの多

様化等を受けて、地域における高齢者の労働力需給調整機能から社会参加促進機能ま

、 」で一層幅広い機能を果たし 地域社会に貢献していくための役割の強化が必要である

とされている。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

平成 年 月に、総務省の行政監察による勧告「高齢者雇用対策に関する行政評14 3
価・監視結果に基づく勧告」がある。

《勧告要旨》

・シルバー人材センターの会員が雇用関係を有しない就業を通して自己の労働能力

を活用するという本来の趣旨に沿って、会員の能力と希望に応じて公平な就業が実

現するよう都道府県に対し助言・指導すること

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

参議院労働・社会政策委員会の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改

正する法律案に対する附帯決議において、政府は 「シルバー人材センターが、高年、

齢者の多様な就業ニーズに的確に対応した就業機会の確保のために十分な役割を果た

すよう、その運営に対する支援の強化を図ること」について適切な措置を講ずるよう

努めるべきであるとされている。

⑤会計検査院による指摘



なし


